
令和３～７年度 人的控除の差額 一覧表

納税義務者本人の
合計所得金額

所得税控除額 
市・県民税

控除額
人的控除の差

2,500万円以下 最高４８万円 最高４３万円 一律５万円

2,500万円超

900 万円以下 ３８万円 ３３万円 ５万円

900 万円超　950 万円以下 ２６万円 ２２万円 ４万円

950 万円超　1,000 万円以下 １３万円 １１万円 ２万円

900 万円以下 ４８万円 ３８万円 １０万円

900 万円超　950 万円以下 ３２万円 ２６万円 ６万円

950 万円超　1,000 万円以下 １６万円 １３万円 ３万円

900 万円以下 ３８万円 ３３万円 ５万円

900 万円超　950 万円以下 ２６万円 ２２万円 ４万円

950 万円超　1,000 万円以下 １３万円 １１万円 ２万円

900 万円以下 ３８万円 ３３万円 ３万円（注1）

900 万円超　950 万円以下 ２６万円 ２２万円 ２万円（注1）

950 万円超　1,000 万円以下 １３万円 １１万円 １万円（注1）

900 万円以下

900 万円超　950 万円以下

950 万円超　1,000 万円以下

 － ３８万円 ３３万円 ５万円

 － ６３万円 ４５万円 １８万円

同居  － ５８万円 ４５万円 １３万円

同居以外  － ４８万円 ３８万円 １０万円

 － ２７万円 ２６万円 １万円

 － ４０万円 ３０万円 １０万円

 － ７５万円 ５３万円 ２２万円

 － ３５万円 ３０万円 ５万円

 － ３５万円 ３０万円 １万円（注1）

 － ２７万円 ２６万円 １万円

 － ２７万円 ２６万円 １万円

　　　　調整控除の対象とはなりません。

配偶者控除

老人
（70 歳以上)

一般

基礎控除

控除項目

適用なし省略（注2） 
55万円以上
133万円未満

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

適用なし

障害者控除

同居特別障害 

特別障害 

普通障害 

48万円超
50万円未満

50万円以上
55万円未満

配偶者
特別控除

一般 

特定 
扶養控除

老
人

（注2）配偶者特別控除で、配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合においても、所得税と市民税・県民税の間で人的控除の差は発生しますが、

ひとり親控除
（父） 

（母） 

寡婦控除（一般寡婦） 

勤労学生控除 

（注1）該当する項目の金額は、調整控除の算出などに用いる金額であり、実際の所得税と市民税・県民税の所得控除額の差額とは一致しません。


